
問い合わせ 

所
得
税 

 

　
所
得
税
は
、
平
成
16
年
の
１
年
間（
１
〜
12
月
）

の
所
得
の
状
況
を
最
も
よ
く
知
る
納
税
者
自
身
が
、

所
得
と
税
額
を
正
し
く
計
算
し
、
納
税
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
手
続
き
が
確
定
申
告
で

す
。 

 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
給
与
所
得
の
方 

《
主
な
収
入
が
給
与
収
入
の
方
》 

 

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
給
与
収
入
に
か
か
る
所
得
税

は
、
毎
月
の
給
与
や
ボ
ー
ナ
ス
か
ら
源
泉
徴
収
さ

れ
、
12
月
の
年
末
調
整
に
よ
っ
て
１
年
間
の
納
税

が
完
了
し
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
の
給
与
所
得
の
方
で
も
、
次

の
よ
う
な
方
は
申
告
が
必
要
で
す
。 

①
昨
年
の
給
与
の
収
入
額
が
２
千
万
円
を
超
え
る

方 

②
給
与
を
１
ヵ
所
か
ら
受
け
て
い
る
場
合
で
、
給

与
以
外
の
所
得
金
額
（
不
動
産
所
得
な
ど
）
が

20
万
円
を
超
え
る
方 

③
給
与
を
２
ヵ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る
場
合
で
、

年
末
調
整
さ
れ
た
給
与
以
外
の
給
与
の
収
入
額

と
、
給
与
以
外
の
所
得
金
額
と
の
合
計
が
20
万

円
を
超
え
る
方 

 

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が
あ
る
方 

《
主
な
収
入
が
給
与
収
入
以
外
の
方
》 

 

　
次
の
各
項
目
に
該
当
す
る
方
は
確
定
申
告
が
必

要
で
す
。 

①
商
売
な
ど
個
人
で
事
業
を
営
ん
で
い
る
方 

②
不
動
産
収
入
（
家
賃
や
地
代
な
ど
）
が
あ
る
方 

③
土
地
や
建
物
、
株
式
な
ど
を
譲
渡
し
た
方 

④
年
金
を
受
け
て
い
る
方
で
年
金
以
外
の
収
入
が

あ
る
方
や
、
社
会
保
険
料
控
除
・
生
命
保
険
料

控
除
な
ど
を
受
け
ら
れ
る
方 

 

申
告
で
税
が
還
付
さ
れ
る
方 

 

　
通
常
は
確
定
申
告
の
必
要
の
な
い
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
な
ど
給
与
所
得
の
方
で
も
、
次
の
よ
う
な
方
は

確
定
申
告
を
す
る
と
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。 

GS

総合保険事務所 

鶴林公園 

明姫幹線 

別
府
川 

鶴
林
道 

至
播
磨
町 

至
高
砂
市 

駐
車
場 

郵便局 

小南 
公園 

市
民
会
館 

市
役
所 

至JR加古川駅 

カーパーク 
つつじ 

申告会場 
新館10階 

250

県立病院 

明姫幹線 
至
播
磨
町 

至
高
砂
市 

東行一方通行 

税務署 

裁判所 検察庁 

郵便局 

西行一方通行 

JR加古川駅 

2

250

2

所

得

税

 
町

県

民

税

 

国
民
健
康
保
険
税 

税
の
申
告
申
告
は
お
早
め
に 

税
の
申
告
は
お
早
め
に 

確
定
申
告  

2
月
16
日
（水）
〜
3
月
15
日
（火）
 

　
２
月
16
日
（水）
か
ら
、
所
得
税
の
確
定
申
告
と
町
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
が
始

ま
り
ま
す
。
自
分
で
申
告
書
を
作
成
し
、
３
月
15
日
（火）
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
税
務
署
の
窓
口
に
は
「
所
得
税
の
確
定
申
告
の
手
引
き
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、
参
考

に
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
還
付
申
告
は
、
２
月
16
日
（水）
以
前
で
も
税
務
署
で
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。 

町税の納付は便利な口座振替で！ 

確定申告書のお問い合わせ 
や提出は加古川税務署へ 還付申告専用会場のご案内 申告受付会場 

税理士による 
地区申告相談所 

　
税
務
課 1

０
７
９
４（
３
５
）０
３
５
８ 

　
加
古
川
税
務
署 

1
０
７
９
４（
２
１
）２
９
５
１ 

　今年も、加古川市役所10階に還付
申告書作成会場を開設します。サラ
リーマン（中途退職された方を含む）
や年金所得者で医療費控除や住宅借
入金等特別控除の還付申告をされる
方はご利用ください。 
 
s開設期間 

２月16日（水）～３月４日（金） 
（土・日曜日を除く） 

s相談時間 
午前９時～正午、 
午後１時～午後４時 

s場所　播磨町役場第１庁舎 
　　　　２階203会議室 
s期間　２月16日（水）～３月15日（火） 
s受付時間　午前９時～午後４時 

（正午～午後１時を除く） 
s受付内容 

町県民税、国民健康保険税、 
一部の所得税申告 

　小企業者のための申告相談所を、
次の会場で開設します。お気軽にご
利用ください。（前年分の収支内訳
書の控えや申告書の控え・筆記用具・
計算器具はご持参ください） 
　なお、町県民税・国民健康保険税
の申告および譲渡所得・贈与税・相
続税関係の相談は行っていません。 
 
s相談開設期間 

３月３日（木）、４日（金） 
s受付時間 

午前９時30分～11時30分、 
午後１時～午後３時30分 

s相談時間　午前10時～正午、 
午後１時～午後４時 

s相談会場　播磨町商工会館 

s相談日　月～金曜日 
（土・日・祝日は休み）　 

s相談時間　午前９時～正午、 
午後１時～午後５時 

s問い合わせ 
所得税・消費税に関すること 
1０７９４（２１）２９５３ 
贈与税に関すること 
1０７９４（２１）２９５４  

※申告と納税は期限内に 
・所得税・贈与税３月15日（火） 
・消費税(個人事業者)３月31日（木） 
※２月20日・27日の日曜日に限り、 
　確定申告の相談・申告書の受け付
けを行います。 
＊ 駐車場スペースが少ないので、 
　 車での来場はご遠慮ください。 
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①
平
成
16
年
中
に
退
職
し
、
そ
の
後
再
就
職
し
な

か
っ
た
た
め
、
年
末
調
整
を
受
け
ら
れ
な
か
っ

た
場
合 

②
病
気
や
け
が
な
ど
で
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ

た
場
合
（
医
療
費
控
除
） 

③
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
て
、
住
宅
や
家
財
に
損
害

を
受
け
た
場
合
（
雑
損
控
除
） 

④
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
、
マ
イ
ホ
ー
ム
を
購

入
し
た
り
増
改
築
を
し
た
り
し
た
場
合
（
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
） 

※
詳
し
く
は
税
務
署
ま
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。 

 

申
告
に
必
要
な
も
の 

 

・
申
告
書
と
印
鑑
（
申
告
書
は
会
場
に
も
あ
り
ま

す
） 

・
控
除
に
必
要
な
書
類
（
国
民
年
金
保
険
料
・
社

会
保
険
料
・
医
療
費
の
領
収
書
、
生
命
保
険
料
・

損
害
保
険
料
の
控
除
証
明
書
な
ど
） 

・
給
与
・
年
金
の
源
泉
徴
収
票 

・
銀
行
な
ど
の
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の
と
届
け

出
印
（
所
得
税
を
口
座
振
替
で
納
付
さ
れ
る
方

や
、
還
付
申
告
を
さ
れ
る
方
） 

※ 

申
告
に
際
し
て
の
注
意
事
項
　 

・
医
療
費
控
除
を
申
告
す
る
方
は
、
事
前
に
医
療

費
の
明
細
書
を
作
成
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

・
事
業
な
ど
で
収
支
計
算
が
必
要
な
方
は
、
必
ず

収
支
内
訳
書
を
完
成
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。 

 

町
県
民
税
（
住
民
税
） 

 

　
確
定
申
告
を
さ
れ
る
方
と
、
勤
務
先
か
ら
役
場

へ
給
与
の
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

※ 

申
告
が
必
要
な
方 

①
平
成
17
年
１
月
１
日
現
在
、
町
内
に
住
所
が
あ

り
、
昨
年
中
に
所
得
が
あ
っ
た
方 

②
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は

ま
る
方 

・
勤
務
先
か
ら
役
場
へ
給
与
の
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
て
い
な
い
方 

・
給
与
以
外
に
、
家
賃
や
地
代
、
農
業
な
ど
の
所

得
が
あ
り
、
そ
の
合
計
額
が
20
万
円
以
下
の
方

（
20
万
円
を
超
え
る
場
合
は
所
得
税
の
確
定
申

告
が
必
要
で
す
） 

・
平
成
16
年
中
に
退
職
し
、そ
の
後
再
就
職
し
な

か
っ
た
た
め
年
末
調
整
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
方 

・
所
得
税
が
か
か
ら
な
い
方
で
、
雑
損
控
除
、
医

療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方 

 

国
民
健
康
保
険
税 

 

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
は
必
ず
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申

告
か
、
町
県
民
税
の
申
告
を
さ
れ
る
方
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。 

　
所
得
が
少
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
負
担
を
軽
く

す
る
た
め
、
状
況
に
応
じ
て
国
民
健
康
保
険
税
が

軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申
告
が
な
け
れ

ば
、
そ
の
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
収
入
が
な

か
っ
た
方
も
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。 

税務署からのお知らせ 

◇所得税の確定申告書作成コーナー 
　国税庁ホームページに、パソコン画面から金額などの必
要事項を入力することにより、税額などを自動計算し、確
定申告書が作成できるコーナーがあります。ぜひご利用く
ださい。 
国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp　 
s問い合わせ 
　加古川税務署　個人課税第４部門 
　1０７９４（２１）１２４５ 
 
◇消費税が改正されました！ 
　平成15年度の税制改正で、消費税の事業者免税点が３
千万円から１千万円に引き下げられました。 
　新たに消費税の課税事業者となる場合には、届出書の提
出などの手続きが必要となります。　 
　ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 
s問い合わせ　 
　加古川税務署　個人課税第４部門　 
　1０７９４（２１）１２４５ 

※
町
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
と
も
、
申

告
に
必
要
な
も
の
は
、
所
得
税
の
申
告
と
同

じ
で
す
。
申
告
書
は
申
告
会
場
に
あ
り
ま
す
。 

※
申
告
期
限
は
４
月
15
日
（金）
で
す
。 

町
県
民
税
と
国
民
健
康
保
険
税
の
お
問
い
合

わ
せ
は
　
税
務
課
へ 

町税の期限内納付にご協力を！ 

◇自書申告にご協力を！ 
　税務署では、納税者の方々が申告書などを作
成される場所を提供し、職員は申告書など作成
の助言を行う方式（自書申告）を推進していま
す。これは、申告書などを自分で作成できれば、
翌年から税務署へ行かなくても済むという納税
者の方々の利便を考慮したものです。 
　「確定申告の手引き」や「前年分の申告書控」
などを参考に確定申告書をご自分で正しく作成
し、早期に提出されますようご協力をお願いし
ます。 
　税務署もしくは地区申告相談所にお越しの場
合には、「前年分の収支内訳書や申告書の控」
などをご持参ください。 
　また、確定申告書の提出や納税を期限までに
行わなかったり、税額を少なく申告していた場
合には、加算税や延滞税を納めなければならな
い場合がありますのでご注意ください。 
 

税
の
申
告
は
お
早
め
に 
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ことぶき大学生募集 ことぶき大学生募集 

妻のパート収入額 

妻自身の税金 
夫の配偶者 
控除 

夫の配偶者 
特別控除 

町県民税 
所得税 

所得割 均等割 

96万5千円以下 

96万5千円超100万以下 

100万円超103万円以下 

103万円超141万円未満 

141万円以上 

非課税 

非課税 

非課税 

課税 

課税 

非課税 

非課税 

課税 

課税 

課税 

非課税 

課税 

課税 

課税 

課税 

○ 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

○ 

× 

 

■参考図3

町民税 

平成16年度 

平成17年度 

平成18年度～ 

非課税 

1500円 

3000円 

県民税 

500円 

1000円 

非課税 

合　計 

非課税 

2000円 

4000円 

■参考図2

■参考図1（単位：万円） 

ご参考に…妻のパート収入と課税の関係 

○＝受けられる　　×＝受けられない 

　　 太枠の部分が今回の税制改正により、変更になった部分です。 

←1/2課税 

←全額課税 

平成16年分所得税（平成17
年度住民税）より配偶者特別
控除の上乗せ部分が廃止さ
れました 

配
偶
者
特
別
控
除
の
上
乗
せ
部
分
の
廃
止 

　（
16
年
分
所
得
税
・
17
年
度
住
民
税
か
ら
） 

　 　
納
税
義
務
者
の
合
計
所
得
が
１
千
万
円
以
下
で
配

偶
者
の
所
得
が
76
万
円
未
満
の
場
合
、
配
偶
者
特
別

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
平

成
16
年
分
所
得
か
ら
、
配
偶
者
の
所
得
が
38
万
円
未

満
に
適
用
さ
れ
て
い
た
部
分
の
み
が
廃
止
に
な
り
ま

し
た
。 

※
収
入
と
所
得
は
違
い
ま
す
。
給
与
・
年
金
の
場
合

は
一
律
の
換
算
式
が
あ
り
ま
す
。 

　
配
偶
者
控
除
…
所
得
38
万
円
以
下
（
給
与
収
入
１

０
３
万
円
以
下
）
の
配
偶
者
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る

控
除
。 

　
控
除
額
は
、
所
得
税
38
万
円
・
住
民
税
33
万
円
（
ど

ち
ら
も
一
律
の
金
額
） 

　
配
偶
者
特
別
控
除
…
所
得
38
万
円
を
超
え
、
所
得

76
万
円
未
満
（
給
与
収
入
１
４
１
万
円
未
満
）
の
配

偶
者
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
控
除
。 

　
控
除
額
は
、
配
偶
者
の
所
得
金
額
に
よ
り
段
階
的

に
変
わ
り
ま
す
。
所
得
税
３
〜
38
万
円
・
住
民
税
３

〜
33
万
円
。 

※
参
考
図
１
参
照 

生
計
同
一
の
妻
に
対
す
る
均
等
割
非
課
税
措
置
の
段
階
的
廃
止 

　
　
（
住
民
税
の
み
、
平
成
17
年
度
か
ら
） 

 

　
住
民
税
は
均
等
割
と
所
得
割
の
２
つ
の
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
今
ま
で
均
等
割
は
、
均
等
割
の
納
税
義
務
を
負
う
夫
と

生
計
を
一
つ
に
す
る
妻
で
同
じ
市
町
村
に
住
所
が
あ
る
方
は
、
非

課
税
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
非
課
税
措
置
が
段
階
的
に
廃

止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。（
17
年
度
２
千
円
、
18
年
度
以

降
４
千
円
） 

均
等
割
…
一
定
以
上
の
所
得
者
に
定
額
（
年
額
４
千
円
）
で
課
税

さ
れ
る
も
の
。 

所
得
割
…
個
人
の
所
得
金
額
に
応
じ
て
課
税
さ
れ
る
も
の
。 

※
参
考
図
２･

図
３
参
照 

税
制
改
正
。
ど
う
変
わ
る
の
で
す
か
？ 
税
制
改
正
。
ど
う
変
わ
る
の
で
す
か
？ 

今後も皆さんに影響が及ぶ税制改正があった場合にはお知らせしていきますので、よろしくお願いします。 

配偶者控除　38万円 
所得38万（給与収入103万円）以下の 

配偶者が対象 

廃止  

配偶者特別控除 

5 10 15 20 25 30 35 38 40 45 50 55 60 65 70 75 76
0

3

6

11

16

21

26

31

36

38

41

46

51

56

61

66

71

76

70

配偶者の所得=
=控除額 

配偶者の給与収入= 75 80 85 90 95 100 103 105 110 115 120 125 130 135 140 141

　
最
近
、
「
税
制
改
正
」
と
い
う
言
葉
が
新
聞
・
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
、
よ
く
報
道
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
ど
の
よ
う
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
は
、
な
か

な
か
分
か
り
に
く
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、
特
に
私
た
ち
に
直
接
影

響
が
及
ぶ
改
正
点
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

▼ 

問
い
合
わ
せ
　
税
務
課
　
1
０
７
９
４
（
３
５
）
０
３
５
８ 

配偶者特別控除 
（上乗せ部分） 
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